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○

戦

后

、
日
毎

に
増

加
す

る
本
区

の
人

口
と
比

例

し

て

、
区

立
学

校

生

徒

の
数

も

、
ま
た

ぐ

ん
と
増

加

し

て

来

て
い

る

。
毎

年
毎

年

校
舎

が
新
増

築

さ
れ

、
教
育
設

備

が
改

善

補

修

さ
れ

て
も

、
よ

り
よ
き

環

境
で

、
よ
り

よ
き

教
育

を
受

け
た

子

供

達

が

、
よ
り

一

層

逞

ま

し

く

、
明

る

い
日

本

を
背

負
つ

て

立

つ
日

の

こ
と

を
考

え

る
大

人
の
願

い

は
果

し

な
い

。

○
昨
年
十
一
月
着
工
以
来
、本
年

三
月
中
旬
完
成
の
予
定
で
、鋭
意

工
事
が
す
す
め
ら
れ
て
き
た
西
新

井
小
学
校
分
校
の
増
築
工
事
も
、

こ
の
よ
く
あ
れ
か
し
と
念
ず
る
大

人
の
願
い
の
一
つ
の
結
実
に
外
な

ら

な

い

。

○
既

設

の
六

教

室
に

、
今

度
増

築

さ

れ
る

八

教
室

を
加

え

れ

ば

千

人

の
生

徒

を
収

容

す
る

こ
と

が
で

き

、
通

学

に

多
少

は
不

便
を
託

つ

て
い

た
西

新
井

町
周

辺

の
子

供
達

も

、
時

間

的

に
ず

つ
と

楽

に
な

る

と
と

も
に

、
広

い
数

室

で

ゆ
つ

た

り
落
着

い
た
勉

強

も
で

き

る
こ

と

に
な

る

。

○
昨

日

は
あ

の
窓

が

、
今

日

は
あ

の
廊

下

が
で
き

た

と

、
毎

日
工

事

を
見

に

く
る

近
所

の

子
供

達

が

、

校
庭

に
長

い
影

を
引

い

て
帰

る
姿

を
見

送

る
棟

梁

の
吸

う
煙

草

の
煙

が

夕
闇

の
中

に
白

く
漂

つ

て

晩

冬

の
一
日

が
暮

れ

る

と
と

も
に

、
工

事

も
日

一
日

と
進

渉

し

て
ゆ

く

。
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第
四
回
足
立
成
人
学
校
開
設

―
―
二
十
八
日
か
ら
十
六
中
で
―
―

勤
労
者
の
教
養
を
た
か
め
生
活
文

化
の
向
上
を
は
か
る
趣
昧
豊
か
な

学
校
と
し
て
好
評
を
得
た
足
立
成

人
学
校
の
第
四
回
開
校
式
が
来
る

二
十
五
日
午
後
七
時
か
ら
区
立
第

十
六
中
学
校
(
千
住
旭
町
二
四
の

一
)
で
行
わ
れ
ま
す
。

授
業
は
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
月

十
四
日
ま
で
毎
週
月
火
木
金
曜
日

の
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
別
項

の
時
問
表
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
つ
て
い
ま
す
。

○
申
込
資
格
は
満
十
五
才
以
上
の

男
女
で
一
月
二
十
一
日
か
ら
二
十

五
日
ま
で
に
社
会
教
育
課
文
化
係

に
申
込
ん
で
下
さ
い
。
定
員
は
各

科
目
五
十
名
で
定
員
に
な
り
次
第

締
切
り
ま
す
。

○
授
業
料
は
無
料
、但
し
教
材
費

若
干
を
要
し
ま
す
。

〔
科

目
〕

月
、
木
コ
ー
ス

珠
算
、
洋
裁
A
、
簿
記
、
手
芸

火
、
金
コ
ー
ス

英
語
初
級
、英
語
中
級
、
洋
裁
B

、
華
道

戸
籍
課
(
本
所
及
び
梅
島
支
所
)

で
は
、
今
度
区
民
の
み
な
さ

ん
の
便
利
を
は
か
り
、
戸
籍
課

カ
ウ
ン
タ
ー
前
に
、
諸
届
出
の

様
式
や
、
届
出
に
関
す
る
要
領

に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
解

説
し
た
お
知
ら
せ
を
、
掲
示
し

ま
し
た
か
ら
、
他
の
課
に
お
出

で
に
な
つ
た
方
も
ぜ
ひ
立
寄
つ

て
、
戸
籍
関
係
の
手
続
の
際
、

一
寸
し
た
届
出
書
類
の
不
備
の

た
め
、
一
度
で
届
出
が
で
き
な

か
つ
た
り
、
届
出
期
日
を
過
ぎ

て
か
ら
区
役
所
に
き
た
た
め
、

一
層
面
倒
な
手
続
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
つ
た
り
す
る
よ

う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
つ
と
め

て
下
さ
い
。

梅
島
図
書
館
で

レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト

梅
島
図
書
館
で
は
今
年
か
ら
、
毎

月
一
回
第
三
日
曜
の
五
時
か
ら
定

期
的
に
、
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト

の
会
を
催
す
こ
と
に
な
つ
た
。

第
一
回
駅
伝
競
走
に

区
内
各
チ
ー
ム
の
熱
意
昻
る

区
民
の
体
位
向
上
と
フ
エ
ア
な
ス

ポ
ー
ツ
精
神
の
昂
揚
を
は
か
る
と

と
も
に
、
次
期
国
体
予
選
会
に
備

え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
本
区

初
の
こ
こ
ろ
み
で
あ
る
第
一
回
足

立
区
民
駅
伝
競
走
が
別
項
要
旨
に

よ
り
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ

た
。
す
で
に
参
加
申
込
前
か
ら
練

習
を
開
始
し
て
い
る
チ
ー
ム
も
二

、
三
見
ら
れ
る
ほ
ど
、街
は
今
駅

伝
色
が
濃
く
な
つ
て
お
り
、本
年

初
の
一
大
区
民
体
育
絵
巻
の
華
々

し
い
前
奏
曲
が
、区
内
各
所
で
奏

で
ら
れ
て
い
る
。

第
一
回
足
立
区
民

駅
伝
競
走
要
項

一
、期
日
　

一
月
二
十
六
日

二
、コ
ー
ス
(
午
前
九
時
三
十
分

出
発
)

千
住
新
橋
一
区

4. 4粁
江
北
橋
北
詰
二

区
4. 0

粁　伊
興
町
観
音
三
区

5. 2粁　
花
畑
小

学
校
四
区

4. 6粁　
大
谷
田
町
(
飯
塚
渡

し)
　

五
区

3. 4粁　
区
立
十
一
中
六
区

3. 7粁

緑
町
グ
ラ
ン
ド
(
決
勝
点
)

三

、
参
加
選
出
　
一
チ
ー
ム
六
名

補
欠
一
名
、
監
督
一

名

四
、参
加
資
格
　
区
内
居
住
者
及

び
区
内
に
勤
務
場
所
を
有
す

る
満
十
六
才
以
上
の
男
子
(

除
中
学
校
生
徒
)

五
、
申
込
　
一
月
二
十
三
日
ま
で

区
社
会
教
育
課
又
は
最
寄
出

張
所
へ

六
、
表
彰
　
1
.
優
勝
チ
ー
ム
に
は

区
長
杯
、
第
三
位
ま
で
賞
状

を
贈
る

2
.
参
加
選
手
(
補
欠
、監
督
を

含
む
)
に
対
し
て
は
参
加
賞

を
贈
呈
す
る

な
お
同
日
、
第
四
回
足
立
区
立
中

学
校
駅
伝
競
走
も
同
時
に
行
わ
れ

る
。

去
る
七
日
の
午
后
「
千
組
」
の
出
初
め
で
〝

纏
い
〟
を
先
頭
に
〝
木
遣
り
〟
音
頭
も

勇
ま
し

く
、
ト
ビ
職
の
ハ

シ
ゴ
乗
り
が
行

わ
れ

お
江
戸
の
情
緒
を
漂
わ
せ
た
。

昭
和
廿

六
年
度

工
業
調
査

我
国
の
工
業
の
実
態
を
あ
き
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、通
商
産

業
行
政
上
の
資
料
に
役
立
ち
、

し
か
も
我
国
の
経
済
事
情
を
世

界
各
国
に
紹
介
す
る
た
め
の
具

体
的
資
料
と
な
る
昭
和
二
十
六

年
度
の
工
業
統
計
調
査
の
、
調

査
表
提
出
期
限
は
一
月
三
十
一

日
ま
で
で
す
か
ら
調
査
員
が
事

業
所
等
を
訪
問
し
た
際
に
は
御

協
力
下
さ
い
。

優
良
店
舗
決
ま
る

店
頭
装
飾
競
技
会
の

商
業
振
興
の
一
環
と
し
て
区
で
は

昨
年
十
二
月
二
十
七
日
及
び
二
十

九
日
の
両
日
区
内
商
店
会
連
合
会

の
後
援
を
得
て
「
店
頭
装
飾
競
技

会
」
を
実
施
、都
商
工
指
導
所
か

ら
専
門
家
を
招
い
て
審
査
の
結
果

次
の
通
り
入
賞
者
が
決
定
し
一
月

十
八
日
区
議
事
堂
に
て
賞
状
授
与

式
が
挙
行
さ
れ
た

。

〔
優
秀
〕
六
店
舗

ヨ
ー
カ
堂
洋
品
店
(
北
千
住
駅
前

美
観
商
店
街
協
会
)
マ
ス
ミ
金
物

店
(
同
上
)
弥
生
商
店
生
地
部
(

千
住
二
丁
目
二
葉
会
)
小
山
園
茶

店
(
千
住
仲
町
実
業
会
)
ト
ラ
ヤ

化
粧
品
店
(
関
原
不
動
会
)
倉
野

鮮
魚
店
(
梅
田
銀
座
会
)

〔
優
良
〕
十
五
店
舗

花
屋
小
間
物
店
(
西
新
井
大
師
商

栄
会
)
岩
淵
屋
食
品
店
(
沼
田
商

栄
会
)
相
台
ふ
と
ん
店
(
梅
田
銀

座
会
)
鶴
屋
小
間
物
店
(
千
住
新

橋
商
和
会
)
ス
ズ
ラ
ン
化
粧
品
店

(
千
住
銀
座
会
)
こ
べ
に
や
呉
服

店
(
千
住
五
の
日
会
)
東
京
第
一

青
果
株
式
会
社
第
一
工
場
(
北
千

住
駅
前
美
観
商
店
街
協
会
)
ラ
イ

オ
ン
堂
カ
メ
ラ
店
(
千
住
二
丁
目

二
葉
会
)
飯
島
薬
店
(
千
住
一
丁

目
商
和
会
)
吉
正
金
物
店
(
千
住

中
央
会
)
飛
田
洋
服
店
(
千
住
駅

前
通
り
親
和
会
)
岡
田
屋
酒
店
(

同
上
)
橋
本
呉
服
店
(
柳
原
安
売

連
合
会
)
ト
ラ
ヤ
帽
子
店
(
電
車

通
り
サ
ー
ビ
ス
会
)
小
杉
屋
小
間
物
店

(
北
千
住
駅
前
美
観
商
店
街
協
会
)

〔
佳
良
〕
七
十
三
店
舗

新年希望 少年少女大会
明
る
い
希
望
に
あ
け
た
昭
和
二
十

七
年
の
一
月
五
日
し
つ
か
り
し
た

良
い
少
年
少
女
に
な
り
ま
し
よ
う

と
区
内
の
少
年
少
女
団
体
が
千
寿

第
一
小
学
校
講
堂
で
午
後
一
時
か

ら
足
立
区
主
催
に
よ
る
「
新
年
希

望
少
年
少
女
大
会
」
を
開
催
し
た

こ
の
日
、
集
ま
つ
た
約
七
〇
〇
人

の
こ
ど
も
達
に
対
し
、
社
会
教
育

課
長
の
挨
拶
が
あ
つ
て
か
ら
、

新
年
に
当
つ
て
父
の
立
場
か
ら
大

山
区
長
、
母
の
立
場
か
ら
永
田
婦

連
会
長
、
兄
の
立
場
か
ら
渡
辺
ボ

ー
イ
ス
カ
ー
ト
隊
長
、
姉
の
立
場

か
ら
千
住
警
察
署
婦
人
警
官
が
そ

れ
ぞ
れ
希
望
の
こ
と
ば
を
の
べ
、

子
供
達
は
お
互
に
し
つ
か
り
や
ろ

う
と
心
の
中
で
堅
く
誓
い
、
そ
れ

ぞ
れ
覚
悟
を
新
た
に
し
て
か
ら
お

年
玉
娯
楽
版
の
番
組
歌
や
童
話
や

劇
に
四
時
半
の
閉
会
ま
で
楽
し
い

お
正
月
の
午
後
を
す
ご
し
た
。
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追
加
予
算
・
手
数
料
条
例
の
改
正

二
十
六
年
最
後
の
区
議
会
で

昭
和
二
十
六
年
最
後
の
第
八
回
足

立
区
議
会
定
例
会
は
十
二
月
二
十

一
日
午
後
二
時
三
十
分
か
ら
開
か

れ
、
新
議
事
参
与
の
紹
介
監
査
委

員
の
臨
時
出
納
検
査
並
ら
び
に
定

例
監
査
施
行
の
報
告
、
総
務
、
土

木
、
自
治
権
拡
充
の
各
委
員
長
競

馬
組
合
議
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員

会
の
経
過
報
告
、
続
い
て
質
問
通

告
者
の
質
問
が
あ
つ
て
後
、
日
程

に
入
り
、
区
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
と
二
十
六
年
度

追
加
予
算
を
審
議
の
結
果
、
い
ず

れ
も
原
案
通
り
可
決
と
な
つ
た
。

昭
和
二
十
六
年
度
足
立
区
歳
入
歳

出
追
加
予
算
(
第
五
次
)

○
歳
入

都
支
出
金
　
二
千
三
百
七
十
五

万
三
百
八
十
三
円

○
歳
出

区
役
所
費
　
八
百
五
十
八
万
六

千
三
百
六
十
二
円

教
育
費
　
千
五
百
四
万
五
千

三
百
四
十
九
円

諸
支
出
金
　
十
一
万
八
千
六
百

七
十
二
円

こ
れ
に
よ
り
二
十
六
年
度
の
本
区

予
算
は
合
計
三
億
七
千
八
百
九
十

五
万
一
千
三
百
六
十
円
と
な
つ

た
。

一
月
一
日
か
ら

諸
証
明
の
手
数
料
が
改
正

○
改
正
手
数
料

一
、
住
所
、
居
所
身
分
又
は
身
元

に
関
す
る
証
明

二
、
資
格
に
関
す
る
証
明

三
、
法
人
に
関
す
る
証
明

四
、
印
鑑
に
関
す
る
証
明

五
、
営
業
又
は
業
務
に
関
す
る
証

明

六
、
租
税
そ
の
他
の
諸
収
入
金
に

関
す
る
証
明

七
、
土
地
建
物
そ
の
他
財
産
に
関

す
る
証
明

八
、
差
配
人
又
は
納
税
管
理
人
に

関
す
る
証
明

九
、
里
程
に
関
す
る
証
明

十
、
士
地
、
建
物
そ
の
他
の
被
害

に
関
す
る
証
明

十一
、
漂
流
物
又
は
沈
没
品
に
関
す

る
証
明

十
二
、
社
寺
又
は
宗
教
に
関
す
る
証

明

十
三
、
埋
火
葬
に
関
す
る
証
明

十四
、
文
書
受
理
に
関
す
る
証
明

十
五
、
公
簿
又
は
公
文
図
書
に
関
す

る
証
明

十六
、
諸
願
届
に
対
す
る
奥
書
、
奥

印
又
は
証
明

◎
以
上
一
件
に
つ
き
手
数
料
は

三
十
円

十
七
、
仮
戸
籍
記
載
事
項
に
関
す
る

証
明

◎
一
枚
に
つ
き
二
十
円

十
八
、
区
長
の
指
定
す
る
公
簿
又
は

公
文
図
書
の
謄
本
抄
本
の
交

付
◎
一
枚
に
つ
き
三
十
円

十
九
、
区
長
の
指
定
す
る
公
簿
又
は

公
文
図
書
の
閲
覧

◎
一
回
に
つ
き
十
五
円

手
続
や
届
出
方
法
が
よ
く
わ
か
る

戸
籍
相
談
室
開
設

婚
姻
、
離
婚
、
養
子
縁
組
そ
の
他

戸
籍
関
係
の
手
続
や
届
出
に
内
容

の
間
違
い
が
あ
つ
た
り
あ
る
い

は
、
そ
れ
ら
の
解
決
や
届
出
を
一

日
の
ば
し
に
の
ば
し
て
と
ん
だ
悲

劇
を
生
ん
だ
例
も
少
く
な
い
の

で
、
今
度
区
で
は
、
手
続
や
届
出

に
つ
い
て
、
こ
う
い
つ
た
間
違
い

が
、
起
ら
ぬ
よ

う
区
民
の
皆
さ

ん
の
御
相
談
に

あ
づ
か
る
た
め

毎
日
午
前
九
時

か
ら
午
後
四
時

ま
で
(
日
曜
、

祝
祭
日
は
体
み

土
曜
は
正
午
ま

で
)
区
役
所
、

梅
島
支
所
の
戸

籍
課
内
に
戸
籍

相
談
室
を
開
設

し
ま
し
た
か
ら

遠
慮
な
く
御
利

用
下
さ
い
。

皆さんによつて運営される

皆さんの制度
…… (検察審査会とは) ……

新
ら
し
い
憲
法

に
よ
つ
て
国
の
仕
事
も
す
べ
て

公
務
員
が
国
民
に
委
さ
れ
て
や
つ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
検
察
審
査

会
と
い
う
制
度
も
検
察
の
民
主
化

の
た
め
に
国
民
が
検
察
官
(
検
事
)

の
仕
事
を
審
査
す
る
と
い
う
目

的
で
昭
和
二
十
三
年
七
月
に
制
定

さ
れ
た
新
し
い
制
度
で
あ
り
ま

す
。

検
察
審
査
会
の
役
目
は

検
察
審
査
会
は
ど
ん
な
仕
事
を

す
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
例
え
ば

皆
さ
ん
の
中
で
詐
欺
と
か
暴
行
、

脅
迫
と
い
う
よ
う
な
犯
罪
で
被
害

を
受
け
た
と
き
、
被
害
を
受
け
た

方
は
警
察
署
や
検
察
庁
に
告
訴
し

た
り
、
告
発
を
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
よ
う
。
そ
の
時
検
察
官
が
そ

の
事
件
を
不
起
訴
処
分
に
し
た
、

つ
ま
り
裁
判
に
か
け
な
い
処
分
に

し
た
と
し
ま
す
と
、
自
分
に
は
そ

の
不
起
訴
処
分
が
ど
う
も
納
得
が

い
か
な
い
、
検
事
さ
ん
の
と
つ
た

処
置
に
不
服
で
あ
る
。

こ
ん
な
時
に
は
、―
検
事
さ
ん

が
決
め
た
こ
と
だ
か
ら
も
う
仕
方

が
な
い
―
と
あ
き
ら
め
て
し
ま
わ

な
い
で
検
察
審
査
会
に
お
申
立
に

な
る
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
検
察
審
査
会
は
右
の
よ

う
な
不
起
訴
の
処
分
を
し
た
事
件

を
皆
さ
ん
か
ら
の
申
立
や
職
権
で

取
り
あ
げ
て
、
申
立
人
や
証
人
を

呼
ん
で
尋
問
し
、
検
事
の
意
見
を

求
め
、
弁
護
士
や
学
者
の
意
見
を

聴
い
た
り
、
時
に
は
実
地
検
証
を

し
た
り
し
て
事
件
の
真
相
を
充
分

に
調
べ
、
検
察
官
が
起
訴
し
な
か

つ
た
こ
と
が
果
し
て
正
し
い
か
ど

う
か
を
判
断
し
、
そ
の
事
件
の
審

査
の
結
果
そ
れ
が
正
し
く
な
い
と

議
決
さ
れ
た
と
き
は
事
件
を
裁
判

に
か
け
る
よ
う
取
調
べ
に
当
つ
た

検
察
官
の
上
役
で
あ
る
検
事
正
に

対
し
て
書
面
を
お
く
つ
て
再
考
を

う
な
が
す
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

そ
の
ほ
か
検
察
庁
の
仕
事
の
全

般
に
亘
つ
て
改
善
す
べ
き
点
が
あ

れ
ば
、
建
議
又
は
勧
告
し
て
い
ま

す
。…

検
察
審
査
員
の
選
定
…

以
上
が
検
察
審
査
会
の
仕
事
で

す
が
、
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
仕
事

は
一
体
誰
が
す
る
の
か
と
云
い
ま

す
と
、
検
察
審
査
員
は
衆
議
院
議

員
の
選
挙
権
を
有
す
る
皆
さ
ん
の

中
か
ら
毎
年
十
二
月
二
十
日
か
ら

翌
年
一
月
十
五
日
ま
で
に
各
選
挙

管
理
委
員
会
で
選
挙
人
名
簿
の
中

か
ら
「
ク
ジ
引
き
」
に
よ
つ
て
審

査
員
候
補
者
を
選
び
そ
の
中
か
ら

年
に
四
回
、
第
一
群
は
一
月
、
第

二
群
は
四
月
、
第
三
郡
は
七
月
、

第
四
群
は
十
月
末
日
に
検
察
審
査

会
事
務
局
に
お
い
て
同
様
に
「
ク

ジ
引
き
」
に
よ
り
十
一
名
の
審
査

員
と
同
数
の
補
充
員
を
選
定
し
ま

す
。
そ
し
て
検
察
審
査
会
は
こ
れ

ら
の
人
々
の
良
識
と
熱
意
に
よ
つ

て
運
営
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

…
結
び
…

こ
れ
で
大
体
検
察
審
査
会
に
つ

い
て
の
仕
事
の
あ
ら
ま
し
は
お
わ

か
り
に
な
つ
た
こ
と
と
思
い
ま
す

が
、
こ
の
制
度
は
民
主
主
義
の
根

本
に
根
ざ
し
て
い
る
重
要
な
制
度

で
あ
り
世
界
で
も
例
の
な
い
制
度

で
あ
つ
て
そ
の
ね
ら
い
は
何
処
ま

で
も
検
察
の
民
主
化
で
あ
り
ま
す

か
ら
、
検
察
審
査
員
と
な
る
こ
と

は
国
民
の
名
誉
あ
る
権
利
で
あ
る

と
同
時
に
、
最
も
重
大
な
義
務
で

あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
で
検
察

官
の
不
起
訴
処
分
に
不
平
不
満
の

あ
る
方
は
遠
慮
な
く
お
気
軽
に
検

察
審
査
会
事
務
局
ま
で
申
出
下
さ

い
。
い
つ
で
も
御
相
談
に
応
じ
て

お
り
ま
す
し
、
費
用
は
一
切
か
か

り
ま
せ
ん
。

猶
、
検
察
審
査
会
の
事
務
局
は
東

京
で
は
次
の
三
か
所
で
す
。

千
代
町
区
霞
ヶ
関
一
の
一
東
京
地

方
裁
判
所
構
内

東
京
第
一
検
察
審
査
会
事
務
局

東
京
第
二
検
察
審
査
会
事
務
局

八
王
子
市
台
町
東
京
地
方
裁
判
所

八
王
子
支
部
内

八
王
子
検
察
審
査
会
事
務
局
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機
構
改
革
に
よ
る

区
役
所
事
務
の
概
要

昨
年
の
十
一
月
二
十
二
日
付
で
、

区
役
所
内
部
の
機
構
改
革
が
行
わ

れ
、
そ
れ
に
伴
う
人
事
異
動
が
発

令
に
な
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

本
紙
五
十
一
号
に
掲
載
し
ま
し
た

の
で
、
す
で
に
御
承
知
の
こ
と
と

思
わ
れ
ま
す
が
、
ま
だ
区
民
各
位

の
間
で
は
改
革
前
と
改
革
後
の

課
、
係
の
主
管
す
る
事
務
事
業
を

混
同
し
て
お
ら
れ
る
む
き
が
、
た

ま
た
ま
見
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、

区
役
所
で
は
、
ど
ん
な
課
が
ど
ん

な
仕
事
を
取
扱
つ
て
い
る
か
に
つ

い
て
直
接
区
民
の
皆
さ
ん
に
関
係

あ
る
事
項
を
重
点
的
に
お
知
ら
せ

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

総
務
課
(
二
階
)

○
総
務
係

恩
給
、
扶
助
料
等
の
請
求
に
関

す
る
証
明
事
務
等
を
行
う

○
職
員
係

区
役
所
職
員
の
身
分
そ
の
他
に

関
す
る
事
務
を
扱
う

○
監
査
係

行
政
考
査
、
及
び
監
査
委
員
に

関
し
て
事
務
を
行
う

○
統
計
係

各
種
統
計
及
び
調
査
に
関
す
る

事
務
を
行
う
と
と
も
に
選
挙
管

理
委
員
会
に
関
す
る
事
務
も
と
る

経
理
課
(
二
階
)

○
経
理
係

区
の
事
務
事
業
を
行
う
上
に
必

要
な
予
算
の
編
成
、
経
理
に
関

す
る
事
務
を
行
う

○
用
度
係

事
務
事
業
に
必
要
な
用
品
を
購

入
し
た
り
、請
負
、供
給
の
契

約
の
事
務
を
扱
う

○
管
財
係

区
有
の
財
産
の
維
持
管
理
等
に

関
す
る
事
務

税
務
課
(
一
階
)

○
調
査
係

区
税
の
調
査
、企
画
、
納
税
奨

励
等
に
関
す
る
事
務
を
行
う

○
課
税
係

区
税
の
賦
課
、
徴
収
等
を
行
う

○
徴
収
係

主
と
し
て
滞
納
金
の
徴
収
や
滞

納
処
分
に
関
す
る
事
務
を
行
う

民
生
課
(
一
階
)

○
福
利
係

災
害
救
助
、
児
童
福
祉
、
授
産

事
業
、
ミ
ン
ン
の
貸
付
、
留
守

家
族
に
関
す
る
こ
と
、
行
路
病

人
、
行
路
死
亡
人
の
取
扱
い
そ

の
他
区
民
の
福
利
厚
生
に
関
す

る
こ
と
を
行
う

○
区
民
係

外
国
人
登
録
、
政
党
結
社
、
渉

外
事
項
、
貯
蓄
奨
励
、
畜
犬
登

録
、
寄
付
募
集
の
許
可
等
に
つ

い
て
の
事
務
を
取
扱
う

戸
籍
課
(
一
階
)

○
本
籍
係

戸
籍
に
関
す
る
こ
と
、
そ
の

他
、埋
火
葬
の
認
可
等
の
事
務

を
行
う

○
寄
留
係

寄
留
及
び
身
分
、印
鑑
証
明
書

に
関
す
る
こ
と
を
行
う

学
務
課
(
二
階
)

○
学
事
係

区
立
学
校
、
幼
稚
園
、
養
護
学

園
、
そ
の
他
学
校
関
係
の
一
般

に
つ
い
て
事
務
を
取
扱
う

○
施
設
係

区
立
学
校
、
そ
の
他
の
教
育
施

設
の
建
設
及
び
維
持
管
理
を
行
う

○
指
導
室

教
育
活
動
及
び
教
育
計
画
を
助

言
し
、
教
職
員
の
研
修
に
関
す

る
こ
と
を
計
る

社
会
教
育
課
(
二
階
)

○
文
化
係

文
化
事
業
一
般
に
関
す
る
事

務
、
例
え
ば
青
少
年
の
指
導
、

図
書
館
の
維
持
管
理
等
の
事
務

を
行
う

○
体
育
係

体
育
団
体
及
び
運
動
場
等
の
施

設
、
そ
の
他
一
般
体
育
に
関
す

る
仕
事
を
行
う

経
済
課
(
一
階
)

○
商
工
係

食
糧
、
生
活
物
資
の
配
給
と
商

工
振
興
、
商
工
相
談
、
そ
の
他

商
工
に
関
す
る
事
務
を
行
う

○
農
産
係

農
産
、林
産
、
畜
産
、
林
業
に

関
す
る
仕
事
を
行
う

土
木
課
(
一
階
)

○
管
理
係

道
路
、橋
、
河
川
、
公
園
等
の

管
理
を
主
な
仕
事
と
す
る

○
技
術
係

主
と
し
て
土
木
事
業
の
企
画
、

設
計
、精
算
に
関
す
る
仕
事
を

行
う

○
公
共
事
業
係

失
業
対
策
事
業
の
企
画
、
設

計
、
精
算
に
関
す
る
仕
事
を
行
う

建
築
課
(
一
階
)

○
指
導
係

建
築
の
確
認
及
び
許
可
に
関
す

る
仕
事
を
主
に
行
う

○
営
繕
係

公
営
住
宅
そ
の
他
地
代
、
家
賃

等
に
関
す
る
事
務
を
扱
う

梅
島
支
所

庶
務
課

○
庶
務
係

本
所
総
務
係
と
同
性
質
の
事
務

を
行
う
が
、
証
明
事
務
は
行
わ

な
い

○
区
民
係

区
民
の
福
利
厚
生
、
児
童
生
徒

の
入
退
学
、
畜
犬
登
録
、
行
路

病
人
及
び
死
亡
人
に
関
す
る
事

務
を
行
う

税
務
課

○
課
税
係

本
所
の
課
税
係
と
同
じ

○
徴
収
係

本
所
の
徴
収
係
と
同
じ

戸
籍
課

○
本
籍
係

本
所
の
本
籍
係
と
同
じ

○
寄
留
係

本
所
の
寄
留
係
と
回
じ

以
上
が
区
役
所
及
び
支
所
内
に
あ

る
課
、
係
の
、
主
と
し
て
区
民
と

直
接
関
係
の
あ
る
事
務
事
業
の
簡

単
な
お
知
ら
せ
で
あ
り
ま
す
。

戸籍相 談 室
○
十
二
月
二
十
日
の

区
民
無
料
法
律
相

談
日
に
、
区
内
の

一
主
婦
か
ら
出
さ

れ
た
問
題
と
そ
の

解
答
を
第
一
回
戸

籍
相
談
室
欄
に
掲

載
し
、
御
参
考
に

供
す
る
こ
と
と
致

し
ま
す

〔
問
〕

戦
争
中
に
結
婚
し
、

婚
姻
届
を
し
な
い
ま

ま
主
人
の
実
家
に
疎

開
し
て
昭
和
二
十
年
五
月
に
男
子

が
生
ま
れ
ま
し
た
。そ
の
間
、主

人
は
東
京
で
他
の
女
と
同
棲
し
て

い
る
ら
し
く
、私
と
子
供
の
入
籍

に
つ
い
て
再
三
交
渉
し
ま
し
た

所
、す
ぐ
手
続
す
る
か
ら
と
い
つ

た
ま
ま
ま
だ
手
続
を
し
て
く
れ
ま

せ
ん
。入
学
の
こ
と
も
あ
り
、子

供
を
私
生
児
に
す
る
に
は
忍
び
ま
せ

ん
し
心
配
で
眠
る
こ
と
も
で
き

ま
せ
ん
。
私
と
子
供
の
入
籍
に
は

ど
ん
な
手
続
を
と
れ
ば
良
い
で
し

よ
う
か
。

〔
答
〕

御
主
人
が
手
続
を
す
る
こ
と
に
同

意
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
あ

な
た
が
御
面
倒
で
も
御
主
人
に
ま

か
せ
ず
に
手
続
を
な
さ
れ
る
と
よ

い
と
思
い
ま
す
。
手
続
の
方
法
と

し
て
は
、
あ
な
た
の
戸
籍
謄
本
一

通
を
添
え
御
主
人
の
本
籍
地
の
市

区
町
村
長
に
婚
姻
届
書
を
提
出
す

れ
ば
良
い
の
で
す
。

子
供
さ
ん
の
入
籍
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
出
生
届
が
し
て
い
な
い
よ
う

で
す
か
ら
子
供
さ
ん
の
生
ま
れ
た

土
地
の
市
区
町
村
長
に
出
生
の
届

出
を
す
れ
ば
同
時
に
入
籍
が
完
了

し
ま
す
。こ
の
場
合
、出
生
届
書

に
は
、出
産
に
立
会
つ
た
医
師
又

は
助
産
婦
の
証
明
が
必
要
で
す
か

ら
、証
明
書
欄
に
記
入
し
て
貰
つ

た
上
、あ
な
た
と
御
主
人
の
印
鑑

が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。な
お

出
生
届
は
出
生
後
十
四
日
以
内
に
届

出
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
届
出
が
、
遅
れ
て
も
御
心
配

な
く
、
遅
れ
た
理
由
書
と
官
制
は

が
き
一
枚
を
添
え
て
提
出
す
れ
ば

良
い
の
で
す
か
ら
、
一
日
も
早
く

届
出
を
完
了
す
る
よ
う
に
し
て
下

さ
い
。

新
年
名
刺
交
換
会

新
年
の
礼
式
に
関
す
る
生
活
改
善

と
親
睦
を
図
る
新
年
名
刺
交
換
会

は
去
る
四
日
午
後
一
時
か
ら
、
有

志
二
百
名
が
あ
つ
ま
り
区
議
事
堂

で
和
や
か
に
行
わ
れ
た
。


